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物件修繕契約書（案）
令和７年 月 日

発注者 契約担当者 住 所 秋田県秋田市河辺戸島字井戸尻台４７－２

氏 名 秋田県林業研究研修センター

所長 千 葉 崇

受注者 契 約 者 住 所

商号又は名称

氏 名

次の物件の修繕について、秋田県財務規則を遵守のうえ契約を締結し、その証として、

本通２通を作成し、記名押印のうえ各自１通を保有する。

１ 契 約 金 額 ￥ －

(うち取引に係る 消費税及び地 方消費税 ) ￥ －

２ 物件名等

物 件 名 数量 単位 金 額 摘要

機械実習棟・実習棟外壁塗装修繕 １ 式 \

消費税及び地方消費税 \

合 計 \

３ 完 成 期 限 令和８年３月２７日

４ 場 所 秋田市河辺戸島字井戸尻台４７－２

５ 契 約 保 証 金 秋田県財務規則の規定による

６ 特 別 契 約 事 項 以下に記載のとおり

（完成及び検査）

第１条 受注者は、修繕を完成させたときは、その旨を発注者に通知しなければならない。

２ 発注者は、前項の通知を受けた日から１０日以内に受注者の立ち会いのもとに検査を

行い、検査に合格したものについては、その引渡しを受けるものとする。

３ 受注者は、前項の検査において不合格となった場合は、すみやかに補修し、又は代品

と取り替えて再検査を受けなければならない。この場合においては、前項の規定を準用

する。

４ 受注者は、あらかじめ発注者の承認を得た場合においては、修繕を分割することがで

きる。この場合においては、第１項から第３項までの規定を準用する。

５ 発注者は修繕の検査において、手直し、補強又は修復させる必要があるときは、その

翌日から再検査に合格した日までの日数を遅滞日数として履行遅滞違約金を徴収する。

（中間検査）

第２条 発注者は、必要があるときは、中間検査を行い、又は修繕計画その他必要と認め

る事項について、受注者に報告を求めることができる。

（代金の支払い）

第３条 発注者は、当該修繕対象物の引き渡しを受けた後、受注者の適法な支払請求書を

受理した日から３０日以内に代金を支払うものとする。
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（危険負担）

第４条 第１条第２項から第４項までの引き渡し前に生じた当該修繕対象物についての損

害は受注者の負担とする。ただし、発注者の責に帰すべき理由による場合は、発注者の

負担とする。

（契約不適合責任）

第５条 受注者は、修繕に関して契約の内容に適合しない状態（以下「契約不適合」とい

う。）があるときは、その修補、代替物の引渡しによる履行の追完を請求することがで

きる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請

求することができない。

２ 受注者が前項に規定する履行の追完に応じないときは、発注者は、相当の期間を定め

て履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、その契約不適合の程

度に応じて代金の減額を請求することができる。

３ 前２項の場合において、発注者がその契約不適合を知った時から１年以内にその旨を

受注者に通知しないときは、発注者は、前２項の請求をすることができない。ただし、

受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、

この限りでない。

（契約内容の変更等）

第６条 発注者は、必要があるときは、契約の内容を変更し、又は修繕の全部若しくは一

部の修繕を一時中止することができる。この場合において、完了期限又は契約金額を変

更する必要があるときは、発注者と受注者が協議して書面をもって定めるものとする。

２ 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しな

ければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者が協議して定めるものと

する。

（完成期限の延長）

第７条 発注者は、次の各号の一に該当すると認められるときは、完成期限を延長するこ

とができる。

(1) 受注者が天災その他不可抗力による理由により、完成期限内に契約を履行するこ

とができないとき。

(2) 受注者の責に帰する理由により、完成期限内に契約を履行することができないと

き。

２ 前項各号の場合においては、受注者は発注者に対し遅滞なくその理由を付した書面に

より完成期限内にその延長を求めなければならない。

３ 完成期限の延長日数は、書面をもって定めるものとする。

（履行遅滞）

第８条 発注者が、前条第１項第２号の規定により、完成期限の延長を承認したときは、

受注者は、規定の完成期限の翌日から完成の日までの日数（検査に要した日数を除く。）

に応じ、次の式により計算して得た額を違約金として発注者に支払わなければならない。

遅滞日数 × ２．５％

契約金額（分割した場合は、遅滞に係る額） ×

３６５
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（権利又は義務の譲渡等）

第９条 受注者は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承さ

せてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合はこの限りでない。

（一括委任または一括下請負の禁止）

第10条 受注者は、業務の全部または主体的部分を一括して第三者に委任し、または請負

わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。

（契約の解除）

第11条 発注者は、次の各号の一に該当する場合には、何らの催告をしないで、この契約

を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害賠償を

請求することができない。

(1) 受注者がこの契約の条項に違反したとき。

(2) 受注者が完成期限内に契約を履行しないとき又は履行する見込がないと認められ

るとき。

(3) 受注者から契約解除の申出があったとき。

(4) 受注者（受注者が法人の場合にあっては、登記簿謄本等に記載されているすべて

の者）が、この契約の履行期間中に暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関

係を有する者に該当すると認められたとき。

２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみな

す。

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年

法律第７５号）の規定により選任された破産管財人

(2) 受注者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１

４年法律第１５４号)の規定により選任された管財人

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１

１年法律第２２５号）の規定により選任された再生債務者等

３ 受注者は、第１項の規定により契約が解除されたときは、契約金額の１００分の１０

に相当する額を違約金として発注者に支払わなければならない。この場合において、受

注者が既に完成した物品等があるときは、受注者は、契約金額から既に完成した物品等

の数量に応じた金額を控除した金額の１００分の１０に相当する額を違約金として発注

者に支払わなければならない。

４ 前項の場合において、受注者が契約保証金を納付しているときは、発注者は、その契

約保証金を違約金に充当するものとし、契約保証金の額が違約金の額を超える場合はそ

の超える額を受注者に返還するものとする。

（談合の場合の契約解除）

第12条 発注者は、この契約に関して、次の各号の一に該当する場合には、何らの催告を

しないで、この契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除によ

り生じた損害賠償を請求することができない。

(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第

５４号。以下「独占禁止法」という。）第７条第１項若しくは第2項（同法第２０条

第２項において準用する場合を含む。）、第８条の２第３項、第１７条の２又は第２

０条第１項の規定による排除措置命令を受け、行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１

３９号）第１４条第１項又は第２項に定める期間内に抗告訴訟を提起しなかったとき。
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(2) 受注者が独占禁止法第７条の２第１項（同条第２項及び第８条の３において読み

替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を受け、行政事件訴訟

法第１４条第１項又は第２項に定める期間内に抗告訴訟を提起しなかったとき。

(3) 受注者が、全２号に規定する排除措置命令又は課徴金の納付命令に係る抗告訴訟

を提起し、当該訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。

(4) 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人）が、刑法（明治

４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは第１９８条又は公職にある者等のあっせ

ん行為による利得等の処罰に関する法律（平成１２年法律第１３０号）第４条の規定

による刑に処せられたとき。

（発注者の帰責事由による契約解除）

第13条 発注者は、第１１条第１項及び前条に規定する場合のほか、必要があるときは、

この契約を解除することができる。

２ 前項の規定により契約を解除した場合において、受注者に損害が生じたときは、発注

者は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注

者が協議して定めるものとする。

（賠償金）

第14条 受注者は、この契約に関して、第１２条各号の一に該当するときは、発注者が契

約を解除するか否かを問わず、賠償金として契約金額の１００分の１０に相当する額を

発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

２ 第１項の規定にかかわらず、受注者がこの契約に関して第１２条の各号の一に該当す

ることによって生じた損害の額が第１項の賠償金の額を超える場合においては、発注者

がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することができる。

３ 前２項の規定は、この契約を履行した後においても適用するものとする。

（契約保証金の返還）

第15条 発注者は、受注者がこの契約の全部について履行したときは、契約保証金を返還

するものとする。

（費用の負担）

第16条 修繕の検査に要する費用（不合格品の引き取りに要する経費を含む。）は、全て

受注者の負担とする。

（個人情報の保護）

第17条 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他にもらしてはなら

ない。この契約による業務が終了し、又はこの契約が解除された後においても、同様と

する。

（疑義等の決定）

第18条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議

して定める。


